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と
新
た
な
運
行
が
認
め
ら
れ
な
い
中
、

上
齋
原
・
マ
ル
ナ
カ
線
の
開
設
、
富
・

箱
線
の
乗
合
タ
ク
シ
ー
運
行
、
ご
ん
ご

バ
ス
西
循
環
線
の
プ
ラ
ン
ト
５
や
鏡
野

病
院
の
乗
り
入
れ
等
々
で
す
。

②
今
後
の
検
討
課
題
は
。

　

便
数
、
経
費
、
補
助
金
の
確
保
を
検

討
し
、
幹
線
が
整
理
で
き
れ
ば
取
り
巻

く
福
祉
バ
ス
や
町
営
バ
ス
の
一
本
化
を

図
り
、
地
域
住
民
と
の
合
意
形
成
を
図

り
進
め
て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
い
つ
ま
で
に
結
論
を
だ
す
の
か
。

　

幹
線
の
試
験
運
行
で
内
容
を
固
め
、

３
年
程
度
を
か
け
福
祉
バ
ス
の
整
理
や

見
直
し
を
図
り
、
今
後
５
〜
６
年
か
け

て
町
全
体
の
交
通
網
再
編
を
し
ま
す
。

地
域
の
実
情
は
変
化
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
こ
れ
で
完
成
と
い
う
結
論
は
あ
り

ま
せ
ん
。

【
櫻
井
邦
紘
議
員
】

★
香
典
返
し
紛
失
事
件
に
つ
い
て

①
新
し
い
動
き
の
有
無
と
解
決
に
向
け

て
の
努
力
は
。

　

特
に
新
し
い
動
き
は
な
く
、
時
効
を

迎
え
る
ま
で
の
解
決
策
に
、
町
の
担
当

者
と
顧
問
弁
護
士
が
津
山
警
察
署
で
経

過
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

②
調
べ
て
返
事
を
す
る
と
言
っ
た
の
に
、

答
弁
が
今
日
ま
で
な
い
の
は
何
故
か
。

　

回
答
が
遅
れ
て
申
し
訳
な
い
で
す
。

③
見
解
の
相
違
点
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。

　

寄
附
金
の
受
付
者
の
範
囲
に
つ
い

て
、
領
収
書
を
交
付
し
た
と
こ
ろ
ま
で

②
今
後
の
検
討
課
題
は
。

③
い
つ
ま
で
に
結
論
を
だ
す
の
か
。

★
香
典
返
し
紛
失
事
件
に
つ
い
て

①
新
し
い
動
き
の
有
無
と
解
決
に
向
け

て
の
努
力
は
。

②
調
べ
て
返
事
を
す
る
と
言
っ
た
の
に
、

答
弁
が
今
日
ま
で
な
い
の
は
何
故
か
。

③
見
解
の
相
違
点
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。

を
受
付
者
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
当

時
は
領
収
書
を
交
付
し
口
座
に
納
入
す

る
と
こ
ろ
ま
で
を
行
う
と
い
う
表
現
か

ら
、
口
座
振
込
み
ま
で
行
っ
た
者
が
い

な
い
こ
と
か
ら
、
受
付
者
が
い
な
い
と

伝
え
て
い
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

④
執
行
権
の
範
囲
と
い
う
答
弁
に
つ
い
て
。

　

当
時
、
事
件
の
背
景
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
捜
査
中

だ
っ
た
こ
と
か
ら
明
快
な
判
断
が
で
き

に
く
い
理
由
で
、
庁
舎
内
で
起
き
た
こ

と
か
ら
私
ど
も
に
処
分
を
科
し
ま
し
た
。

⑤
時
効
ま
で
の
解
決
姿
勢
と
そ
の
後
は
。

　

事
件
解
決
に
向
け
て
警
察
へ
の
捜
査

協
力
、
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研

修
及
び
倫
理
研
修
等
を
今
後
も
行
い
再

発
防
止
に
努
め
ま
す
。

⑥
時
効
が
き
た
ら
全
て
終
わ
り
で
何
も

し
な
い
の
か
。

　

刑
法
上
の
時
効
は
７
年
で
す
が
、
民

事
上
は
10
年
を
経
過
し
な
い
と
求
償
権

の
消
滅
と
な
り
ま
せ
ん
。

【
水
田
喜
富
議
員
】

★
公
の
施
設
の
指
定
管
理
に
つ
い
て

①
施
設
数
と
指
定
管
理
料
の
支
払
い
の

あ
る
施
設
数
は
。

　

85
施
設
で
支
払
い
は
43
施
設
あ
り
ま

す
。

②
指
定
管
理
料
を
支
払
う
基
準
は
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
よ
る
判
断
で
、

あ
る
程
度
収
入
が
見
込
ま
れ
、
人
件
費

や
維
持
管
理
費
等
の
経
費
が
賄
え
る
場

合
は
指
定
管
理
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

収
入
が
少
な
か
っ
た
り
、
収
入
が
無

④
執
行
権
の
範
囲
と
い
う
答
弁
に
つ
い
て
。

⑤
時
効
ま
で
の
解
決
姿
勢
と
そ
の
後
は
。

⑥
時
効
が
き
た
ら
全
て
終
わ
り
で
何
も

し
な
い
の
か
。

★
公
の
施
設
の
指
定
管
理
に
つ
い
て

①
施
設
数
と
指
定
管
理
料
の
支
払
い
の

あ
る
施
設
数
は
。

②
指
定
管
理
料
を
支
払
う
基
準
は
。

い
施
設
は
必
要
経
費
を
勘
案
し
ま
す
。

③
過
去
10
年
で
指
定
管
理
料
の
変
更
が

あ
っ
た
施
設
は
。

　

平
成
26
年
に
消
費
税
が
増
税
に
な
っ

た
際
、
全
て
の
施
設
で
見
直
し
を
行
い
、

そ
れ
以
外
に
も
経
営
状
況
を
勘
案
し
変

更
し
た
施
設
も
あ
り
ま
す
。

④
同
一
の
施
設
で
指
定
管
理
者
が
変
更

に
な
る
場
合
、
指
定
管
理
料
の
変
更
は

あ
る
か
。

　

過
去
の
決
算
状
況
、
人
件
費
、
光
熱

水
費
等
の
維
持
管
理
等
の
推
移
で
変
更

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

⑤
指
定
管
理
者
の
評
価
時
期
と
評
価
が

低
い
場
合
の
指
導
状
況
は
。

　

評
価
指
針
に
基
づ
き
、
１
施
設
は
4

月
と
10
月
の
年
２
回
、
そ
の
他
は
10
月

で
す
。

　

指
導
と
し
て
改
善
を
促
す
指
示
を
し

て
い
ま
す
。
評
価
委
員
会
へ
の
外
部
委

員
の
導
入
は
検
討
中
で
す
。

⑥
選
定
委
員
会
は
書
類
審
査
の
み
か
。

　

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
事
業

内
容
の
説
明
を
し
て
、
質
疑
等
は
委
員

と
担
当
課
、
事
業
間
で
行
い
ま
す
。

★
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
①
文
書
の
保

存
、
廃
棄
等
の
管
理
は
適
正
か
。

　

文
書
編
纂
保
存
規
定
に
基
づ
き
適
正

に
行
っ
て
い
ま
す
。

②
処
務
規
定
と
文
書
編
纂
保
存
規
定
の

整
合
性
は
あ
る
の
か
。

　

完
結
文
書
は
総
務
課
に
送
付
さ
れ

ず
、
文
書
物
品
の
収
受
と
同
様
に
主
務

課
で
書
庫
に
保
存
し
て
い
ま
す
。
現
行

③
過
去
10
年
で
指
定
管
理
料
の
変
更
が

あ
っ
た
施
設
は
。

④
同
一
の
施
設
で
指
定
管
理
者
が
変
更

に
な
る
場
合
、
指
定
管
理
料
の
変
更
は

あ
る
か
。

⑤
指
定
管
理
者
の
評
価
時
期
と
評
価
が

低
い
場
合
の
指
導
状
況
は
。

⑥
選
定
委
員
会
は
書
類
審
査
の
み
か
。

★
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
①
文
書
の
保

存
、
廃
棄
等
の
管
理
は
適
正
か
。

②
処
務
規
定
と
文
書
編
纂
保
存
規
定
の

整
合
性
は
あ
る
の
か
。

の
運
用
と
相
違
が
あ
る
た
め
、
早
急
に

見
直
し
を
行
い
ま
す
。

③
歴
史
上
貴
重
な
文
書
は
、
文
化
財
担

当
課
の
関
与
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
。

　

主
務
課
で
処
分
す
る
書
類
は
、
個
人

情
報
・
機
密
事
項
以
外
の
書
類
は
文
化

財
担
当
課
職
員
が
関
与
し
て
い
ま
す
。

【
仲
西
祐
一
議
員
】

★
学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

①
町
内
小
学
校
や
中
学
校
の
学
級
崩
壊

や
い
じ
め
等
の
件
数
は
。

　

直
近
の
10
月
調
査
で
い
じ
め
の
認
知

件
数
は
小
学
校
10
件
、
中
学
校
４
件
で

す
。
件
数
が
多
い
の
は
積
極
的
に
認
知

し
、
解
消
に
向
け
て
対
応
し
て
い
く
姿

勢
の
表
れ
で
す
。
落
ち
着
い
た
雰
囲
気

の
中
で
学
習
が
で
き
て
い
な
い
状
況
は

１
件
で
す
。

②
、
①
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
時
点
で

教
育
委
員
会
等
に
相
談
が
あ
る
か
。

　

速
や
か
に
報
告
が
上
が
っ
て
き
ま
す
。

③
な
か
な
か
対
処
で
き
ず
、
後
々
大
き

な
問
題
に
な
る
事
例
が
全
国
的
に
多
い

が
、
対
策
や
工
夫
は
。

　

解
決
に
向
け
た
早
期
対
応
が
求
め
ら

れ
、
教
職
員
が
情
報
を
共
有
し
適
切
な

指
導
を
行
い
、
大
き
な
問
題
に
な
る
前

に
解
決
に
向
け
力
を
尽
く
し
て
い
ま
す
。

④
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
あ
る
か
。

　

学
校
と
教
育
委
員
会
が
連
携
し
、
解

消
に
向
け
様
々
な
取
り
組
み
を
行
う

中
、現
在
、県
の
「
学
級
サ
ポ
ー
ト
チ
ー

ム
派
遣
事
業
」
で
教
育
支
援
員
を
配
置

し
て
い
ま
す
。

③
歴
史
上
貴
重
な
文
書
は
、
文
化
財
担

当
課
の
関
与
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
は
。

★
学
校
教
育
の
充
実
に
つ
い
て

①
町
内
小
学
校
や
中
学
校
の
学
級
崩
壊

や
い
じ
め
等
の
件
数
は
。

②
、
①
が
あ
っ
た
場
合
、
ど
の
時
点
で

教
育
委
員
会
等
に
相
談
が
あ
る
か
。

③
な
か
な
か
対
処
で
き
ず
、
後
々
大
き

な
問
題
に
な
る
事
例
が
全
国
的
に
多
い

が
、
対
策
や
工
夫
は
。

④
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
あ
る
か
。

★
子
育
て
支
援
の
充
実
に
つ
い
て

①
保
育
園
の
職
員
勤
務
の
実
態
は
。

　

勤
怠
管
理
シ
ム
テ
ム
で
把
握
し
て
い

ま
す
。

②
人
員
不
足
で
は
な
い
の
か
、
ま
た
、
規

定
の
人
数
で
補
え
な
い
場
合
の
対
応
は
。

　

人
員
は
厳
し
い
状
況
で
す
が
、
国
の

定
め
る
「
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
」

に
従
っ
た
配
置
を
し
て
い
ま
す
。
不
足

時
は
年
齢
ご
と
の
ク
ラ
ス
編
成
を
年
度

途
中
で
一
部
変
更
し
た
り
、
パ
ー
ト
職

員
の
活
用
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

③
保
育
園
で
働
い
て
い
る
職
員
が
、
自

分
の
家
族
に
負
担
を
か
け
て
い
た
ら
本

末
転
倒
で
は
。

　

シ
フ
ト
勤
務
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を

工
夫
し
、
事
務
処
理
時
間
短
縮
の
た
め

の
パ
ソ
コ
ン
台
数
を
増
や
し
、
改
善
に

努
め
て
い
ま
す
。

④
こ
こ
数
年
で
退
職
し
た
職
員
は
。

　

平
成
27
年
以
降
が
７
名
で
、
う
ち
３

名
は
定
年
退
職
で
す
。

★
婚
活
事
業
に
つ
い
て

①
最
近
の
婚
活
事
業
の
状
況
と
成
果
は
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
年
１
回
の
ペ
ー
ス
で
開

催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
富
の
五
葉
邸

で
古
民
家
コ
ン
を
開
催
し
、
男
性
13
名
、

女
性
14
名
の
参
加
で
１
組
の
カ
ッ
プ
ル

が
成
立
し
ま
し
た
。

②
新
し
い
取
り
組
み
や
取
り
組
み
に
対

し
て
の
改
善
点
や
問
題
点
は
。

　

単
に
婚
活
イ
ベ
ン
ト
だ
け
に
主
力
を

置
く
の
で
は
な
く
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

★
子
育
て
支
援
の
充
実
に
つ
い
て

①
保
育
園
の
職
員
勤
務
の
実
態
は
。

②
人
員
不
足
で
は
な
い
の
か
、
ま
た
、
規

定
の
人
数
で
補
え
な
い
場
合
の
対
応
は
。

③
保
育
園
で
働
い
て
い
る
職
員
が
、
自

分
の
家
族
に
負
担
を
か
け
て
い
た
ら
本

末
転
倒
で
は
。

④
こ
こ
数
年
で
退
職
し
た
職
員
は
。

★
婚
活
事
業
に
つ
い
て

①
最
近
の
婚
活
事
業
の
状
況
と
成
果
は
。

②
新
し
い
取
り
組
み
や
取
り
組
み
に
対

し
て
の
改
善
点
や
問
題
点
は
。


